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４ 参考資料

（３）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車

ＮＯｘ・ＰＭ法）関連資料

ア 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法概要（計画・対策地域関連部分）

平成１３年６月に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法」が 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域、

における総量の削減等に関する特別措置法 （自動車 ・ 法）に改正され、対象物」 NOx PM

質に粒子状物質が追加されるとともに、同法の対策地域が拡大された。

対策地域については、次の要件を満たしていることを指定の考え方の基本として、国が

指定した。

① 自動車交通が集中していること。

② 大気汚染防止法等による従来の措置だけでは、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係

る環境基準の確保が困難であること。

（兵庫県の場合、従来の阪神地域の７市に播磨南部地域の４市２町が追加され、１１市２

町となった ）。

自動車 ・ 法の規定により、対策地域を有する都道府県の知事は、国が定めた基NOx PM

本方針を踏まえ 「自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画」を策定すること、

となっている。

自動車NOx・PM法体系図（計画策定関連部分）

（法６条、８条規定）対策地域

○自動車交通が集中していること

○既存の対策だけでは、環境基準の確保が困難なこと

（法 条 条規定） （法 条 条規定）6 ,8 7 ,9

総量削減基本方針（国） 総量削減計画（都府県）

○計画の期間（～Ｈ２２年度末） ○目標達成に必要な削減目標量

○目標（環境基準の概ね達成） ○計画達成の期間

○総量削減計画策定に係る基本的な事項 ○方途（具体の施策）

○総量の削減のための施策に係る基本的

調査審議 (法１０条規定)な事項 等

（法 条 条規定） 環境大臣への提出7 ,9

（ ） （ ）公害対策会議 国 総量削減計画策定協議会 都府県

知事、公安委員長、関係市町の長、関

係地方行政機関の長、関係道路を管理

する公共的機関の長から構成

（法 条 条規定） （法 条 条規定）7 ,9 7 ,9

環境大臣の同意 計画の告示（都府県）


